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損害防止サーキュラー No.09-07 
Panama Canal Shipboard Oil Pollution Emergency Plan 
PCSOPEP ―パナマ運河船舶油濁対応プラン)要件への対応について 
 
 
 
パナマ運河委員会はPCSOPEPの要件に完全対応するための準備猶

予期間の終了を強調するAdvisory to Shipping No A-19-
2007を出している。 
Notice to Shipping N-12-
2007は運河通航のため、運河水域に接近するすべての船舶はAutori
dad Del Canal De Panama (ACP)によって承認されたPCSOPEP 
Panama Canal Shipboard Oil Pollution Emergency Plan 
(PCSOPEP―パナマ運河船舶油濁対応プラン)を所持せねばなら

ないと通告を繰り返している。 
PCSOPEPは少なくとも到着96時間前までにACPに提出されなければ

ならない。 
 
この要求は2005年1月1日に発効し、４００MT以上の燃料あるいは油貨物容量を持つ船舶に適用する。 
要求に未対応の船舶はパナマ運河の運営に対するMaritime Regulationのchapter IX、Section 
Fourの違反となり、船舶は規則のOffences, Sanctions and Sanctioning ProceedingsのChapter 
XIに従い罰金の対象となりうる。 
 
2007年10月1日以降は猶予期間はもはや与えられないことになり、対応するPCSOPEPを到着96時間前

に提出していない船舶は未対応船舶として扱われることになった。 

こうした船舶はOSRO要件分類のTier 3として組み込まれ、この未対応が原因で、本船にTier 
3に応じた追加資材が同様に課せられるであろう。 
加えて、船舶は船主、運航者あるいは船舶代理店が罰金最低USD2,500を支払うか、又はそれに十分

な保証を用意した後において運河の通航が認められる。 
運河水域への次回の到着において類似の未対応条件である場合は罰金額の増加、時には通航拒否

にいたることもある。 
 
船主、運航者及び船長は船舶がPCSOPEPの要件及びその他のパナマ運河の規則に対応していること

を確保するよう求められる。 
以下において詳細情報が得られる。 
pcsopep@pancanal.com 
tel +507-272-4635 
 
Advisory to Shipping No A-19-2007は以下 
http://www.pancanal.com/common/maritime/advisories/2007/a-19-2007.pdf  
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